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時折いただく「国の政策立案って具体的に何をしているんですか？」「制度設計と言
われてもイメージが湧かない」との声にお答えして、広域食中毒事例の探索を例に制
度設計の提案から検討、施行までの流れをご紹介します。

　Multiple-Locus Variable-number tandem repeat Analysis
（反復配列多型解析法）の略称。染色体の特定領域で認められる短
い塩基配列の繰り返し回数を数え、複数領域で回数を比較するこ
とで菌株間の遺伝的な近さを分析します。

　National Epidemiological Surveillance of Infectious Dis-
eases（感染症サーベイランスシステム）の略称。感染症法に基づ
く発生の届出や、積極的疫学調査に関する全国の情報を集約・共
有するためのシステムです。

　通常は各自治体が主体となって進める食中毒調査ですが、食品
流通や人の移動が広域化する中で地方をまたぐ事例、特に腸管出
血性大腸菌（EHEC）によるものの発生やその対応にあたっての
情報共有の遅れ、そこから生じる原因究明の難しさが課題となり
ました。

　そこで、早期探知や被害拡大の防止を目的に、分子疫学的な検
査手法、喫食歴に代表される聞き取り調査とこれらの情報の集約
と共有についてといった課題について検討を行い、実行に向けて
研修の実施や法改正も行いました。

MLVAとは？ NESIDとは？

MLVAリストを用いた
広域事案の探知・解析へ

分子疫学的な検査手法の統一

広域連携協議会の設置
発生情報の集約と共有

　当時普及していた検査手法が複数あったことも
あり、自治体間で検査手法が異なったために結果の
直接的な照合が難しいという事例が発生しました。
　国として検査手法を統一するにあたり、判定の迅
速性や確実性などの技術面について国立感染症研
究所等の研究機関に意見を求めました。
　また、実行性の観点から、費用面での比較検討や
検査機器等の整備状況の調査を行うとともに、自治
体向け技術研修会も開催しました。
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検出された遺伝子型を元に広域発生の可能性を探知
すること、また疑い事例で共通の発生要因を精査し
て拡大・再発防止に繋げるには関連情報を一元的に
集約するだけでなく、必要に応じ速やかな追加調査
を行う必要があります。
　事例ごとに共通 ID（NESID ID）を付し、疫学情報や
MLVA データ等を紐付けしつつ集約して自治体間で
閲覧可能にするとともに、国からのフィードバックも
追加できる体勢を整えました。
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　食中毒調査では他自治体への旅行や飲食の情報
があれば、該当の自治体に情報提供や調査を依頼
することが一般的ですが、調査段階では他の事例と
の関連性の有無が分かりにくい、関係する自治体が
増えると情報共有の負担が大きくなるとの課題が
ありました。
　そこで国と各自治体の協力義務について明文化
し、また国と各自治体で情報共有を行う広域連携協
議会の設置規程を追加する法改正を行い、平時か
ら体制を作る法的根拠としました。
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食品衛生部門と感染症部門での
情報共有の効率化
　EHECの症例は、喫食歴などから食中毒が疑われ
るよりも前に、感染症法に基づく医師からの届出に
より、感染症として探知される場合もあります。
　このため患者からいかに感染経路特定の鍵とな
る情報を聞き取り両部門間で共有するかが課題と
してあげられました。
　実際に自治体で使用している調査票を提供して
もらうとともに、厚生労働科学研究班と網羅すべき
事項の検討を行い、共通調査票と調査協力マニュア
ルを策定しました。
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食中毒調査と散発・広域事例

分子疫学的な分析結果を
活用し、広域発生の食中毒
を早期探知し、被害の拡大
を防止できないのか？

腸管出血性大腸菌
（EHEC）による
食中毒事例の散発的
発生

感染症の流行か？
食中毒なのか？

自治体間での遺伝子
分析手法の違い

散発的な患者発生の
背景に共通の要因は
存在するのか？

厚生労働省　地方自治体、研究機関X
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　何らかの共通要因がありそうな患者の散発的な発生が認
められても、当時は、遺伝子型がタイムリーに共有されない
といった理由から、早期探知が難しく、もどかしく感じてい
ました。課題を順に解決しながら、時には関係者との意見の
相違を乗り越えつつ、新しい調査の仕組みを皆で作り上げ
ていくことは、得がたい経験でした。

「見えないつながり」を追って 
ー新たな調査体制の構築

厚生労働省 食品衛生部門

　広域事案の探知には、国による一元的な情報収集と解析
が効率的で、その結果を自治体にフィードバックするよう要
望しました。また、肉類に偏りがちな喫食調査に、その他の
視点を盛り込めるような調査票等の工夫や、自治体職員の
負担増が最小限となるような配慮も要望しました。
何度も意見交換し、現場を持つ自治体の意見を尊重してい
ただけたと思います。

国と自治体との調整作業を経て
決定した運用

東京都保健医療局健康安全部

　広域食中毒の検出や分析は地域では散発にて困難なこと
が多く、全体を俯瞰した対応が不可欠です。出自の異なる
病原体情報（MLVAリスト）と感染症情報（NESIDリスト）
とを突合させ、異常を検出し、疫学情報を分析していく科学
的アプローチが制度として根付いたことは非常に画期的で
あり、印象に残っています。

データ連携が拓いた
広域食中毒への対応

国立健康危機管理研究機構（JIHS）
国立感染症研究所　応用疫学研究センター

　EHECの発生事例を踏まえ、自治体内・自治体間の感染
症部門と食品衛生部門の連携が不十分という課題が挙がり
ました。感染症対策課では、JIHSでのMLVAデータ解析や
食品監視安全課等との定期的な情報共有により、部門間・自
治体間の連携を進めており、今後もEHEC対策等での関係
者連携を図っていきたいと考えています。

感染症・食品衛生部門の連携による
MLVAリストの活用

厚生労働省 感染症部門
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